
下請代金支払遅延等
防止法の基礎

親事業者・下請事業者が公正な取引を行うためには、
双方が契約の基本理念や関係法令を理解していなければ
なりません。本セミナーでは、日頃から契約業務に携わ
る方やより理解を深めたい方に対し、下請取引に精通し
た講師が契約の際に一番重要となる「下請代金支払遅延
等防止法」の基本と改正ポイントについて、条文を踏ま
え、わかりやすく解説いたします！

第１回

第２回

２０２０年１１月２４日(火)

下請代金支払遅延等防止法の基礎 物品製造・修理委託編

第1回

第2回

14時00分～16時00分 講師

下請センター東京 紛争解決専門員 本間 和弘

下請代金支払遅延等防止法の基礎 情報成果物作成・役務提供委託編

14時40分～16時40分 講師

URL http://tokyo-kosha.or.jp ℡03-3251-7883

参加
無料

（定員４０名）

２０２０年１２月１４日（月）

《お問合せ》 （公財）東京都中小企業振興公社 取引振興課 渡辺・須藤

対象者
契約業務に携わる方または実務担当者の方、ほか企業経営者や管理
担当者の方

連絡先 torihiki@tokyo-kosha.or.jp

＊どちらもWEB開催になります。

下請センター東京 紛争解決専門員 金子博任


